
－整備計画-1－ 

住宅市街地整備計画 

 

１．整備地区及び重点整備地区の区域 

 

(1)整備地区 

名 称：鐘ヶ淵周辺地区 

所在地：墨田区東向島五丁目 38番～43番、墨田一丁目 16番～19番、墨田二・三・四・五

丁目の各全域 

面 積：８０．６ ha 

 

(2)重点整備地区 

名 称：鐘ヶ淵周辺地区 

所在地：墨田区東向島五丁目 38番～43番、墨田一丁目 16番～19番、墨田二・三・四・五

丁目の各全域 

面 積：８０．６ ha 

 

 

２．整備地区の整備の基本的方針 

 

(1)上位計画等との整合性 

①防災都市づくり推進計画 

〇当計画の目標（「重点整備地域については、2030（令和 12）年度までに各地域の不燃領

域率を 70％以上とすることを目指す」）に即し、整備地区内の延焼遮断帯の形成や不燃

領域率の向上を目指し、当事業の目標を定め、推進していく。 

 

②墨田区都市計画マスタープラン 

〇生活拠点として、防災性の向上を図り、鐘ヶ淵通り（補助 120号線）の拡幅整備や総合

運動場の整備及び都市整備用地の活用にあわせて、沿道や駅周辺の土地の高度利用を促

進するという当地区の位置づけに即し、事業の方針を定める。 

〇当計画の土地利用の方針に即し、複合市街地と住宅系市街地それぞれの特性に応じた方

針を定める。 

 

③鐘ヶ淵まちづくり計画 

〇歩行者の安全性を確保するとともに、車両が円滑に移動できる交通ネットワークを形成

することで、誰もが安全で円滑に移動できる環境の実現を目指す。 

〇鉄道立体化の実現と周辺道路の整備による交通ネットワークの形成により、鐘ケ淵駅南

側の駅前交差点への交通混雑の緩和を目指す。 

〇緊急車両の通行や円滑な消火活動・救援活動及び避難を可能とする６ｍ以上の主要生活

道路の道路網の整備を推進する。 
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④墨田区公園マスタープラン 

◯コミュニティを育て、まちににぎわいを生み出す公園づくり、災害に強い安全・安心な

まちづくりに寄与する公園づくり（災害時の拠点となる公園、災害時の被害を軽減する

公園）という施策の方向性を踏まえて、日常的にはコミュニティの拠点となり、災害時

には一時避難場所となるような公園の整備を進める。 
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(2)整備地区の概要 

①立地 

当地区は墨田区北端部に位置し、東側を荒川に接し、西側は墨堤通り（補助 119号線）、

白鬚東地区防災拠点を隔てて隅田川が流れている。また、南側の一部は水戸街道（国道６

号・放射 13号）に接し、鐘ヶ淵通り（補助 120号線）が地区を貫通している。 

墨田区役所から北東方向へ３km弱の位置にあり、当地区の最寄り駅は東武伊勢崎線鐘ケ

淵駅、東向島駅となっている。 

 

②地区の形成経緯 

当地区を含む墨田区北西部は、震災時には農村地帯であり、戦災も免れたが、戦後の経

済成長に伴って面的整備を伴わないまま急速に市街化が進み、防災上危険な密集市街地が

形成された。 

 

③現況 

イ）人口・世帯 

当地区の人口（外国人登録人口を含む）は 16,596人、世帯数は 9,365世帯で、世帯あた

り人員は 1.77人である。 

近年、墨田区の人口は、転入超過によって増加傾向にあるが、当地区の人口も同様に増

加傾向にある。高齢者比率は墨田区平均を上回る水準で推移している。 

世帯数（資料：住民基本台帳（令和７年 7 月 1 日）をもとに面積比で按分） 

世帯数 日本人世帯 外国人世帯 計 

墨田１丁目 112 7 119 

墨田２丁目 2,143 125 2,268 

墨田３丁目 2,129 82 2,211 

墨田４丁目 2,526 117 2,643 

墨田５丁目 1,576 56 1,632 

東向島５丁目 470 22 492 

計 8,956 409 9,365 

男女別人口・年齢階層別人口（資料：住民基本台帳（令和 7 年 7 月 1 日）をもとに面積比で按分） 

人口 日本人 外国人 合計 

男性 女性 小計 男性 女性 小計  

墨田１丁目 141 156 297 6 10 16 313 

墨田２丁目 1,921 1,898 3,819 95 96 191 4,010 

墨田３丁目 1,825 1,839 3,664 49 88 137 3,801 

墨田４丁目 2,305 2,348 4,653 80 98 178 4,831 

墨田５丁目 1,375 1,368 2,743 39 42 81 2,824 

東向島５丁目 370 414 784 15 18 33 817 

計 7,937 8,023 15,960 284 352 636 16,596 

年齢構成 15歳未満

人口 

％ 15歳以上

64歳未満
人口 

％ 65歳以上

人口 

％ 人口計 ％ 世帯人員 

墨田１丁目 41 13.1  208 66.5  64 20.4  313 100.0  2.63 

墨田２丁目 379 9.5  2,665 66.5  966 24.1  4,010 100.0  1.77 

墨田３丁目 401 10.5  2,445 64.3  955 25.1  3,801 100.0  1.72 

墨田４丁目 480 9.9  2,999 62.1  1,352 28.0  4,831 100.0  1.83 

墨田５丁目 227 8.0  1,637 58.0  960 34.0  2,824 100.0  1.73 

東向島５丁目 74 9.1  582 71.2  161 19.7  817 100.0  1.66 

計 1,602 9.7  10,536 63.5  4,458 26.9  16,596 100.0  1.77 
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ロ) 土地利用の現況 

 

ａ．用途地域等指定状況 

地区の大部分は、準工業地域（容積率 200％・建ぺい率 80％・新たな防火規制区域＊）

に指定されている。地区の南側を斜めに走る水戸街道沿道、及び地区中央を走る鐘ヶ淵通

り沿道は商業地域（容積率 500％(水戸街道沿道)、 容積率 400％(鐘ヶ淵通り沿道)・建ぺ

い率 80％）、玉の井いろは通り・西町買物通り等の沿道、鐘ヶ淵駅周辺は近隣商業地域（容

積率 300％・建ぺい率 80％）に指定されている。また、東向島五丁目の一部は準工業地域

（第２種特別工業地区：容積率 300％・建ぺい率 80％・新たな防火規制区域＊）である。 

＊新たな防火規制区域：東京都建築安全条例第７条の３第１項の指定区域 

都市計画規制の概要（平成 28 年 11 月現在） 

 用途地域 容積率 建ぺい率 防火規制 その他 

水戸街道沿道 商業地域 500％ 80％ 防火地域 35ｍ高度地区 

鐘ヶ淵通り沿道 商業地域 400％ 80％ 防火地域 第３種高度地区 

玉の井いろは通り、西町買い

物通り、鐘ヶ淵駅周辺 等 

近隣商業 

地域 

300％ 80％ 玉の井いろは通りは防

火／その他は準防火 

第３種高度地区 

墨堤通り沿道の墨田五丁目

９番以南 

準工業地域 300％ 80％ 準防火（新たな防火規制

区域＊） 

第３種高度地区 

東向島五丁目の一部 準工業地域 

（二特） 

300％ 80％ 準防火（新たな防火規制

区域＊） 

第３種高度地区 

その他の区域 準工業地域 200％ 80％ 準防火（新たな防火規制

区域＊） 

第３種高度地区 
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ｂ．土地利用 

当地区の土地利用は、小規模な住・商・工用途が混在していることに特徴があり、用途

別土地利用面積（構成比）としては、住宅用地が 37.2ha（46.2％）で最も大きく、工業用

地が 7.3ha（9.1％）、商業用地が 6.7ha（8.3％）である。さらに、建物敷地小計＊1は 56.8ha

で地区面積の 70.5％を占めている。 

建築敷地に対する用途別の状況は、住宅用地が 65.5％と最も多く、次いで工業用地

12.9％、商業用地 11.8％、公共用地 9.9％である。なお、住宅系用地＊2は 44.7ha で建築

敷地の 78.7％を占めている。 

＊1建物敷地小計：公共用地、商業用地、住宅用地及び工業用地の面積の小計。 

＊2住宅系用地：独立住宅、集合住宅、住商併用建物及び住居併用工場の小計。 

土地利用面積（資料：土地利用現況調査(R3)及び現地調査(R7)） 

  土地利用 建築敷地 

  面積(ha) 構成比 小計(ha) 構成比 構成比 小計比 

公共用地 官公庁施設 0.3 0.4% 5.6 6.9% 0.5% 9.8% 

 教育文化施設 4.1 5.1%     7.2%  

 厚生医療施設 0.6 0.7%     1.1%  

 供給処理施設 0.6 0.7%     1.1%  

商業用地 事務所建築物 0.8 1.0% 6.7 8.3% 1.4% 11.8% 

 専用商業施設 1.6 2.0%   2.8%  

 住商併用建物 4.3 5.3%   7.6%  

 宿泊・遊興施設 0.0 0.0%   0.0%  

 スポーツ・興行施設 0.0  0.0%   0.0%  

住宅用地 独立住宅 25.0 31.0% 37.2 46.2% 44.0% 65.5% 

 集合住宅 12.2 15.1%   21.5%  

工業用地 専用工場 1.6 2.0% 7.3 9.1% 2.8% 12.9% 

 住居併用工場 3.2 4.0%     5.6%  
 倉庫運輸関係施設 2.5 3.1%     4.4%  

街区内空地 屋外利用地・仮設建物 3.5 4.3% 8.8 10.9%   

 公園・運動場等 3.7 4.6%       
 未利用地等 1.6 2.0%       

道路等 道路 12.6 15.6% 14.9 18.5%   
 鉄道・港湾等 2.0 2.5%     
 道路等 0.3 0.4%     

その他  0.1 0.1% 0.1 0.1%   

建築敷地小計*1 56.8 70.5% 56.8 70.5% 100.0% 100.0% 

合計  80.6 100.0% 80.6 100.0%   
 

 

ハ）建物利用の現況 

 

ａ．建物用途 

地区内の建物棟数は 4,819棟となっており、建物用途内訳をみると専用独立住宅が 3,347

棟で 69.5％と最も多くなっている。次いで集合住宅（512棟）、住商併用建物（440棟）の

順となっており、併用を含む住居系用途の建物が全体の９割以上を占めている。住居系以

外の専用用途では、教育文化施設が 50棟と最も多く、次いで専用工場（47棟）が多い。 

全体的な分布をみると、玉の井いろは通り、鐘ヶ淵通り沿道等に住商併用建物が連担し

て商店街を構成しているほかは、専用住宅を主としながら小規模併用住宅や大規模な共同

住宅、工場等が地区内部においても細かく混在している。 
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建物用途別棟数（資料：建物利用現況調査(R3)及び現地調査(R7)） 

  棟数 構成比 小計 構成比 

公共施設 官公庁施設 9 0.2% 74 1.5% 

教育文化施設 50 1.0% 

厚生医療施設 10 0.2% 

供給処理施設 5 0.1% 

商業施設 事務所建築物 34 0.7% 510 10.6% 

専用商業施設 34 0.7% 

住商併用建物 440 9.1% 

宿泊・遊興施設 2 0.0% 

スポーツ・興行施設 0 0.0% 

住宅 独立住宅 3,347 69.5% 3,859 80.1% 

集合住宅 512 10.6% 

工業施設 専用工場 47 1.0% 368 7.6% 

住居併用工場 287 6.0% 

倉庫運輸関係施設 34 0.7% 

その他 8 0.2% 8 0.2% 

合計 4,819 100.0% 4,819 100.0% 

別掲：住宅系小計（併用含む）   4586  95.2% 

 

ｂ．建物構造 

建物構造は、4,819棟のうち、防火造が 47.8％と最も多く、次いで準耐火造 41.9％、耐

火造 6.5％、木造 3.8％の順となっており、防火造及び木造の建物が全体の 5割を占めてい

る。 

建築面積ベースでは、耐火造・準耐火造の占める割合が高くなり、防火造及び木造の建

物面積は４割弱である。 

 

建物構造別棟数・建築面積（資料：建物利用現況調査(R3)及び現地調査(R7)） 

 棟数（棟） 構成比 建築面積（㎡） 構成比 

耐火造 311 6.5% 81,774  25.1% 

準耐火造 2,021 41.9% 114,769  35.3% 

防火造 2,303 47.8% 118,312  36.4% 

純木造 184 3.8% 10,518  3.2% 

合 計 4,819 100.0% 325,373  100.0% 

 

ｃ．建物階数 

建物の階数は、１・２階建ての低層建築物が 6割強とほとんどを占め、３～５階建ての

中層建物は 4割弱（うち３階建ては 34.5％）、６階建て以上は 42棟のみである。 

墨堤通りの南側沿道は高い階数の建物が比較的多く立地しているが、他の幹線道路（水

戸街道・鐘ヶ淵通り）は低層建物の方が多い。４・５階建て以上の建物は、前面道路の幅

員にはあまり左右されず、工場跡地を中心とした規模の大きな敷地に立地しており、３階

建ても低層住宅地の中に広く分布している。 

建物階数別棟数（資料：建物利用現況調査(R3)及び現地調査(R7)） 

（棟数） 

低層 中層 高層 計 

平屋 ２階 ３階 ４・５階 ６・７階 ８階～10
階 

11階～15
階 

 

東向島五丁目 4 58 17 5 0 1 3 88 

墨田一丁目 1 29 20 2 1 0 0 53 

墨田二丁目 54 576 414 22 10 3 1 1,080 
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墨田三丁目 25 589 443 38 4 2 1 1,102 

墨田四丁目 48 798 448 26 4 4 3 1,331 

墨田五丁目 80 744 323 13 4 1 0 1,165 

合計 212 2,794 1,665 106 23 11 8 4,819 

東向島五丁目 4.5% 65.9% 19.3% 5.7% 0.0% 1.2% 3.4% 100% 

墨田一丁目 1.9% 54.7% 37.7% 3.8% 1.9% 0.0% 0.0% 100% 

墨田二丁目 5.0% 53.3% 38.3% 2.1% 0.9% 0.3% 0.1% 100% 

墨田三丁目 2.3% 53.4% 40.2% 3.4% 0.4% 0.2% 0.1% 100% 

墨田四丁目 3.6% 59.9% 33.7% 2.0% 0.3% 0.3% 0.2% 100% 

墨田五丁目 6.9% 63.9% 27.7% 1.1% 0.3% 0.1% 0.0% 100% 

合計 4.4% 58.0% 34.5% 2.2% 0.5% 0.2% 0.2% 100.0% 

 

 
二）住宅の現況 

ａ．住宅戸数 

地区全体の併用住宅を含む住宅棟数は 4,586棟、戸数は 9,462戸である。 

このうち、木造住宅は 2,902戸・30.6％、木造集合住宅は 554戸・5.8％である。 

住宅戸数密度は 117.4戸／haであり、高密な市街地となっている。 

 

構造別建て方別住宅棟数・戸数（資料：建物利用現況調査(R3)及び現地調査(R7)） 
 棟  数（棟） 戸  数（戸） 

独立 

住宅 

集合 

住宅 

住商併 

用住宅 

住工併 

用住宅 

計 独立 

住宅 

集合 

住宅 

住商併 

用住宅 

住工併 

用住宅 

計 

非木造 耐火造 43 129 42 28 242 43 3,310 98 43 3,494 

 準耐火造 1,493 218 156 75 1,942 1,537 1,214 221 94 3,066 

木造 防火造 1,692 149 224 169 2,234 1,731 515 276 188 2,710 

 純木造 119 16 18 15 168 119 39 19 15 192 

計 3,347 512 440 287 4,586 3,430 5,078 614 340 9,462 

非木造 耐火造 1.0% 2.8% 0.9% 0.6% 5.3% 0.5% 35.0% 1.0% 0.5% 36.9% 

 準耐火造 32.6% 4.8% 3.4% 1.6% 42.3% 16.2% 12.8% 2.3% 1.0% 32.4% 

木造 防火造 36.9% 3.2% 4.9% 3.7% 48.7% 18.3% 5.4% 2.9% 2.0% 28.6% 

 純木造 2.6% 0.3% 0.4% 0.3% 3.7% 1.3% 0.4% 0.2% 0.2% 2.0% 

計 73.0% 11.2% 9.6% 6.3% 100.0% 36.3% 53.7% 6.5% 3.6% 100.0% 

 

ｂ．換算老朽住宅率 

老朽度等の測定基準（評点 130点以上が老朽住宅）によって測定した結果によると、住

宅戸数 9,462 戸のうち、5,583 戸・59.0％が老朽住宅であり、換算老朽住宅戸数は 6,317

戸・66.8％である。 

 

換算老朽住宅戸数＝老朽住宅戸数(130点以上)＋(100以上 130点未満戸数)×0.8 

＝5,583戸＋918戸×0.8 

＝6,317.4 ≒ 6,317戸 

 

老朽度等の評点結果（資料：建物利用現況調査(R3)及び現地調査(R7)） 

   （評点区分）  

  130点以上 100点以上
130点未満 

100点未満 計 

合計評点   （戸数） 5,583 918 2,961 9,462 

    （構成比） 59.0% 9.7% 31.3% 100.0% 

（全数調査） 設定区分 設定項目 設定内容 評点 最高評点     
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老朽度 築後経過 
年数 

耐用年限超 130 130 4,533   4,533 

２／３超 130 1,050   1,050 

１／２超～２／３以下 100  918  918 

１／２以下    2,961 2,961 

 

※調査方法：第一段階として、全建築物について全数調査項目による評点を行った。この段階で 50 点未満・130

点以上の建築物は、最終的な評点結果が確定するため（130点以上は老朽／50 点未満は第二段階の最高評点 50

点を加算しても換算老朽住宅の母数となる 100 点以上になることはない）、第二段階では、第一段階で 50 点以

上 130 点未満の建築物のみを対象に、耐火性に係る評点作業を行った。 

 

ホ）公共施設整備及び生活環境施設の現況 

ａ．道路整備の状況 

地区に係る幹線道路は、水戸街道（国道 6号・放射 13号）、墨堤通り（補助 119号線）、

鐘ヶ淵通り（補助 120号線）の３路線であり、墨堤通りのみが計画幅員通り整備済である

（鐘ヶ淵通りとの交差点以南：Ｗ＝41ｍ、以北：Ｗ＝22ｍ）。 

南側への片側拡幅という特殊な形態である補助 120号線（現況８ｍ、計画 20～23ｍ）は、

周辺市街地と一体の土地区画整理事業による整備が目指されていたが、「区部における都市

計画道路の整備方針(平成 16年３月)」において平成 16年度から 27年度に優先的に整備す

べき路線とされ、一体開発誘発型街路事業による取り組みが行われている。 

放射 13号（現況 22ｍ、計画 30ｍ(鐘ヶ淵通りとの交差点以東は 33ｍ)）については、計

画幅員の７～８割程度の現況幅員であり、早期完成が望まれる。 

令和３年度土地利用現況調査及び現地調査によると、地区の道路率は 15.6％となってお

り、墨田区の 21.5％を大きく下回り、基盤整備の遅れを示している。地区内の総道路延長

は 32,733.5ｍとなっているが、そのうち６ｍ以上の道路は 18.5％と非常に少ない状況であ

る。当地区では、通過交通が地区内部に流入してくるといった、体系的な道路整備が行わ

れていないことに起因する問題を抱えていると同時に、街区内部の広幅員道路は、路線が

短くネットワークを形成していない状況で、その役割を十分に果たしていない。 

また、幅員４ｍ未満の道路延長率は 53.0％と非常に高く、行き止まり道路も多数存在し

ているため、防災面、住環境面等から非常に重大な問題となっている。こういった細街路

の状況が、敷地狭小等と相まって建替え阻害要因にもなっている。 

道路幅員別延長の状況（令和 7 年 8 月現在） 

 延長（ｍ） 構成比（％） 累積構成比（％） 

1.8ｍ未満 649.3  2.0% 2.0% 

1.8ｍ以上2.7ｍ未満 5,971.9  18.3% 20.3% 

2.7ｍ以上4ｍ未満 10,699.4  32.7% 53.0% 

4ｍ以上6ｍ未満 9,343.1  28.5% 81.5% 

6ｍ以上8ｍ未満 2,650.0  8.1% 89.6% 

8ｍ以上12ｍ未満 1,318.3  4.0% 93.6% 

12ｍ以上 2,101.3  6.4% 100.0% 

合   計 32,733.5  100.0% － 

 

ｂ．公園整備の状況 

地区内には、区立公園１箇所、児童遊園が 11箇所、区民広場が 1箇所で、小規模公園が

多い。近年の公園整備の動向としては、平成 24年度に隅田児童遊園の拡張工事が完了し、
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令和 2年度にはいちご広場が開園した。 

当地区は、東白髭公園、荒川河川敷の荒川四ツ木橋緑地等、大規模な公園緑地に近接す

るが、身近に利用できる公園が大幅に不足している。 

公園の整備状況（令和 7 年 8 月現在） 

種別 名称 所在地 面積(㎡) 開園年月日
区立公園 つばき公園 墨田五丁目33番9号 1,183.26 昭和45年11月3日

こぶし児童遊園 墨田二丁目14番3号 303.25 昭和48年4月1日
墨田第三児童遊園 墨田二丁目17番6号 742.18 昭和57年12月1日
墨田第六児童遊園 墨田二丁目20番15号 304.76 昭和60年6月25日
墨田二丁目児童遊園 墨田二丁目42番4号 803.17 昭和55年4月1日
隅田西児童遊園 墨田三丁目31番2号 498.36 昭和60年4月1日
かつら児童遊園 墨田三丁目36番13号 449.84 昭和48年4月1日
隅田児童遊園 墨田四丁目23番12号 548.09 昭和31年4月1日
隅田東第二児童遊園 墨田四丁目34番20号 588.96 昭和61年11月29日
隅田東児童遊園 墨田四丁目52番12号 446.95 昭和60年4月1日
隅田第二児童遊園 墨田四丁目8番14号 1,216.11 昭和57年1月15日
すずかけ児童遊園 東向島五丁目39番8号 359.74 昭和42年3月24日

区民広場 いちご広場 墨田三丁目18番10号 264.09 令和2年4月1日

地区内計 7,708.76

白鬚公園 墨田一丁目4番42号 5,001.60 平成12年4月1日

長寿庭園公園 東向島四丁目8番20号 2,618.34 昭和49年4月18日
梅若公園 堤通二丁目6番10号 1,267.32 昭和57年7月1日
八広六西児童遊園 八広六丁目13番1号 411.58 昭和60年12月10日

荒川四つ木橋緑地公園
墨田四丁目・五丁目、八広六
丁目、東墨田二丁目・三丁目

103,348.95 昭和49年6月1日

境児童遊園 墨田一丁目13番3号 524.39 昭和33年1月14日
こでまり児童遊園 東向島五丁目24番1号 556.29 昭和44年1月25日

区立
児童遊園

地区外
区立公園

地区外
児童遊園  

 

ｃ．公共公益施設の状況 

地区内の官公庁施設は、墨田二丁目出張所、墨田児童会館のほか、向島警察署墨田三丁

目交番、向島消防署墨田出張所、墨田二郵便局があるのみである。 

教育文化施設としては、小学校が３校（梅若小、隅田小、隅田二小）立地していたが、

このうち隅田小学校と隅田第二小学校は、平成 16年度末に統合されて隅田小学校となり、

地区内に立地する小学校は、梅若小、隅田小の二校となった。なお、旧隅田小学校敷地は、

将来の東武伊勢崎線立体化に伴う軌道の線形変更に備える用地となる。これらの学校用地

等は、まとまったオープンスペースの少ない当地区にとって防災上・避難上の貴重な空間

となっている。 

地区内に中学校はなく、地区外の桜堤中学校、吾嬬第二中学校の２つの中学校指定通学

区域に分かれている。 

 

ｄ．生活環境施設の状況 

集会施設としては、隣接する堤通二丁目に梅若橋コミュニティ会館がある。また、認可

保育所は地区内に４箇所ある。 

 

ｅ．鐘ケ淵駅付近区間の鉄道立体化について 

東武伊勢崎線鐘ケ淵駅付近は、「踏切対策基本方針(平成 16年６月東京都)」で「鉄道立

体化の検討対象区間」に位置づけられた後、東京都が「鉄道立体化の事業候補区間」に位

置付けたことを表明し、事業化に向けて検討を進めている。 
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なお、鉄道立体化の際には、軌道の線形変更が必要となる。また、鉄道立体化事業後に

整備される側道は、消防活動困難区域の縮小に寄与することが期待される。 

 

へ）防災性の状況 

以上の地区現況を防災性の観点からまとめると、表のような状況にある。 

当地区は木造建築物が多く、オープンスペースや骨格的な道路が少ないことから、不燃

領域率は 59.4％しかない。また、消防水利を有する消防活動上有効な幅員の道路が極めて

脆弱であるため、消防活動困難区域は約 28.7ha と、地区面積の 35.6％を占めており、防

災上の問題が大きい。 

 

防災指標 居住環境指標 

項 目 値 項 目 値 

不燃領域率（国） 31.7％ 住宅戸数密度 117.4／ha 

不燃領域率（東京都） 59.4％ 老朽住宅戸数率 59.0％ 

木造・防火木造建ぺい率 16.0％ 換算老朽住宅戸数率 66.8％ 

木造建物棟数率 51.7％ 細街路率（Ｗ＜４ｍ） 53.0％ 

消防活動困難区域面積 28.7ha   

（令和７年 1 月現在） 
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(3)整備地区の課題 

①人口バランスのとれた住宅市街地の形成 

地域の活力を維持するため、バランスのとれた人口構成となるよう、定住化を促進する

ための方策を進め、だれもが住み続けられ、また、住み続けたくなるまちづくりを進める

必要がある。 

 

②産業環境と住環境との調和 

古くからの町工場と住宅から職住が近接した当地区の特長は、一定の昼間人口があるこ

とにより地域活力の維持や健全なコミュニティの維持に資しており、防犯上の利点も大き

いため、今後も住商工の混在を前提とし、住環境、産業環境相互の影響を考慮して、調和

ある共存を図っていく必要がある。 

 

③道路整備の推進 

ａ．幹線道路・地区幹線道路の整備 

当地区に係る幹線道路は、骨格としては形成されているものの幅員が十分でないため、

沿道環境に留意し、計画幅員への拡幅整備を進めることにより、交通機能の強化及び沿道

建築物の整備と併せた延焼遮断機能を確保する必要がある。さらに、鐘ヶ淵通りと東武伊

勢崎線の平面交差部分は、渋滞の解消、災害時の円滑な避難活動の確保や東西の道路ネッ

トワークの強化のため、立体交差化を図っていくべきである。 

また、交通機能（自動車・歩行者）、防災機能の向上、市街地更新の促進等を図るため、

区全体として体系的な道路整備を行っていく中で、地区内交通を幹線道路に連絡する地区

幹線道路の整備計画を都市計画事業により具体化し、実現していく必要がある。 

 

ｂ．主要生活道路の整備 

地区幹線道路への連絡、災害時における消防活動拠点（小学校）への避難経路、緊急車

両の通行等多様な機能を持つ幅員６ｍ以上の主要生活道路を適切な網間隔で整備し、ネッ

トワーク化していく必要がある。 

 

ｃ．細街路整備と行き止まりの解消 

地区内に広範に分布する細街路では、道路中心線からの２ｍ後退による整備を進めると

ともに、特に延長の長い行き止まり道路の解消に努める必要がある。 

 

④身近なオープンスペースの確保 

個々の敷地内に十分な庭を持つことが困難な密集市街地であるため、日常生活における

子どもの遊び場や住民の憩いの場として、身近に利用でき、災害時には近隣地域の防災活

動・互助活動の拠点となる機能を備えた小公園・広場を整備する必要がある。 

 

⑤老朽建築物の建替え促進 

建築敷地の約８割が住居系で構成される当地区では、老朽住宅の建替えを誘導すること

により、住戸規模の拡大、住宅施設の向上を含めた居住環境の向上を図っていく必要があ
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る。 

 

⑥防災性の向上 

ａ．建築物の不燃化促進 

当地区では新たな防火規制区域が指定されており、老朽住宅等の建替えが市街地の防災

性能を向上させることになるため、積極的に老朽住宅の建替えを促進し、不燃建築物への

誘導を行っていく必要がある。 

 

ｂ．円滑な消火・避難活動の実現 

ネットワーク化された主要生活道路整備により既存水利が有効に機能する条件を整える

とともに、新たな水利を確保し、現在地区面積の 35.6％となっている消防活動困難区域の

解消を図る必要がある。 

 

ｃ．防災広場の整備 

身近な小公園・広場の整備に併せて水利の確保等の防災上必要な整備を行い、防災広場

として整備する必要がある。 
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(4)整備地区の整備の方針 

①整備の基本構想 

○広域的な防災性の向上にとって極めて重要な「鐘ヶ淵通り(補助 120号線)」の拡幅整

備が土地区画整理事業から一体開発誘発型街路事業に変更され、Ⅰ期区間が平成 17

年 11月 28日、Ⅱ期区間が平成 26年 3月 24日付けで事業認可された 

○平成 25年 4月に東京都の「木密地域不燃化 10年プロジェクト」の不燃化特区として

指定された「鐘ヶ淵周辺東地区（約 39ha）」は、平成 26年度より区域を拡大し「鐘ヶ

淵周辺地区（約 80.6ha）」として指定され、不燃化に向けた取組みが進められている 

○墨田区としても、街路事業と連携した密集住宅市街地の整備・改善に積極的に取り組

み、整備効果の向上を図る 

○地区面積が広範であるため、街路事業の実施に伴う地元機運の高まりなど、整備の実

現性が高く見込まれる地区から段階的に整備を進めていく 

○「新防災対策検討委員会報告書（墨田区：平成 16年 12月）」において、120号線南側

の墨田三丁目地区は、緊急対応地域に位置づけられており、優先的に防災性の向上を

図る必要がある 

 

ａ．災害に強く安心して暮らせるまち 

木造老朽建物の建替えと不燃化誘導を推進し、燃えにくいまちをつくるとともに、避難

場所への円滑な避難・消防車等緊急車両の通行が可能な道路づくり、他地区に燃え広がら

ないための延焼遮断帯形成等を行い、災害に強いまちづくりを進める。 

 

ｂ．だれもが住み続けられる便利で快適なまち 

老朽木造建物の建替えを促進することによる居住水準の向上、住環境と操業環境の調和

ある共存を図るとともに、道路・公園整備を進め、快適で暮らしやすい住環境づくりを進

める。また、高齢化の進行等を踏まえ、だれもが地域社会の中で快適に暮らせるまちを目

指す。 

 

ｃ．住民と行政の協働によるまちづくり 

鐘ヶ淵通りの拡幅整備に伴う街区整備を積極的に支援し、この取り組みを通じてその他

の市街地の地域住民のまちづくり意識を醸成し、住民を主体としつつ、行政の積極的な支

援による協働型の防災まちづくりを展開する。 

 

②防災性の向上に関する基本方針及び実現方策 

ａ．消防活動困難区域の低減 

現道６ｍ以上の道路と接続し、既存の消防水利を有効に活かせる主要生活道路(幅員６

ｍ)を「優先整備路線」として整備するとともに、新設する公園に耐震性貯水槽を整備する

ことにより、消防活動困難区域の解消を図る。また、鐘ヶ淵通りと東武伊勢崎線の交差部

分については、災害時の円滑な避難活動や東西の道路ネットワークの強化のため、立体交

差化を見据え、優先整備路線の整備を推進する。 
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ｂ．建替え促進による不燃領域率の向上 

木造老朽建物の不燃建築物への建替えを促進するとともに、道路の拡幅整備を推進し、

現在の不燃領域率 59.4％を 70％以上に向上させ、市街地の基礎的安全性を確保する。 

 

ｃ．既存建物の防災性の向上 

耐震上問題があるが、建替えに至らない建築物については、墨田区木造住宅耐震改修促

進助成事業の積極的な活用を促進する。 

 

③老朽建築物等の建替えの促進に関する基本方針及び実現方策 

老朽化した木造建築物が集積し防災上危険だが、敷地規模が狭小かつ接道条件が悪いた

めに建替えが停滞している地区においては、個々の建築物の敷地単位での更新が困難であ

るため、コンサルタント派遣や住まいまちづくり協力員登録制度、不燃化支援制度を活用

し、共同建替え等の誘導などによる建替えを支援していく。 

 

④従前居住者の対策に関する基本方針及び実現方策 

道路整備、公園整備、老朽木造賃貸住宅の建替え等、事業の施行によって住宅を失い住

宅に困窮する従前居住者に対し、京島地区に整備されている都市再生住宅を有効に活用す

るほか、公的住宅への入居あっせん等により、できるかぎり地区内又は近接地に住み続け

られるようにする。 
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３．整備地区の土地利用に関する事項 

 

○土地利用に関する基本方針 

土地利用区分 土地利用の方向 

複合 

市街地 

拠点型 

複合利用地区 

地区の拠点として、商業・業務施設を中心とした土地利用を誘導し、適

正な土地の高度利用を図る。（高層市街地） 

沿道型 

複合利用地区 

広域幹線道路の沿道で、自動車交通の利便性を生かした沿道立地型の商

業・業務施設及び住宅施設を誘導する。（中高層市街地） 

近隣型商業地区 近隣住民が利用する身近な商店街として商業・住宅複合施設を誘導する。

（中低層・中高層市街地） 

住宅系 

市街地 

住工共存地区 現状の住商工の共存を踏まえ、住宅を中心としつつ、住環境と調和した

工場・店舗等を誘導する。（中高層・中低層市街地） 

 

(1)土地利用の現況と動向 

当地区の土地利用は、住宅用地が 37.2ha（46.2％）と最も多い。また、工場用地が 7.3ha

（9.1％）、商業用地が 6.7ha（8.3％）であり、住宅用地と工場・商業用地が混在している。 

 

(2)住宅等の現況 

建物の構造は、約４割（39.6％）が防火造または木造である。 

住宅戸数密度は、117.4戸/ha、老朽住宅戸数率は 59.0％であり、災害時の延焼など、防

災上の課題が大きい。 

 

(3)不燃領域率 

不燃領域率は約 59.4％(都基準)と、東京都が防災都市づくり推進計画整備計画に掲げた

目標値（70％）に達していない。 

 

４．住宅等の整備に関する事項 

 

(1)主要な街区における住宅等の整備に関する事項 

団地名 
（工区名） 

（面積） 

事業手法 施行者 建設戸数 住宅建設の基本

方針 

 

 

    

 

(2)その他の街区における住宅等の整備に関する事項 

 

①建替促進事業 

一体開発誘発型街路事業に併せ、共同化を検討している補助 120号線沿道数カ所におい

て、残地の有効利用や街路事業及び優先整備路線の整備推進を図るため、建替促進事業に

よる支援を行う。 
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接道不良など、敷地単位の建替えが困難となっている地区においては、共同建替えや街

区単位の建替え促進手法を検討する。 

 

②都市再生住宅の活用 

地区整備に伴って住宅に困窮する者に対しては、その居住継続支援を図るため、京島地

区に整備されている既存の都市再生住宅を活用する。 

 

③耐震改修の促進 

墨田区木造住宅耐震改修促進助成事業の積極的な活用を促進する。 
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５．公共施設及び公益施設の整備に関する事項 

 

(1)主要な施設の整備に関する事項 

施設名 整備の内容 

公
共
施
設 

 名称 種別等 事業量 備考 

道路 補助 120号線 道路改築 幅員＝20～23ｍ 

延長＝900ｍ 

事業化済み 

東京都 

公園・緑地     

下水道     

河川     

その他     

公
益
施
設 

 名称 面積 備考 

教育施設    

その他 

 

   

 

(2)その他の施設に関する事項 

①道路整備の基本的方針 

墨田区都市計画マスタープランに位置づけられた主要生活道路網構想のうち、特に消防

活動困難区域を狭小化させ、防災性の向上に資する道路として 10路線(総延長約 3,000ｍ)

を「優先整備路線」とし、その主要区間を公共整備型で順次、事業化を図る。「（仮称）リ

ング道路」の整備を推進するため、優先整備路線の中でも特に 9及び 10号線の整備を積極

的に推進する。 

優先整備路線と斜行する鐘ヶ淵通りの交差部では、街区整備と併せて公共整備型で交差

点改良を行う。 

災害時の安全性確保のため、建築基準法第 42条第２項の規定に基づき特定行政庁が指定

した道路については、建替えにあわせて拡幅整備を進めていく。 

 

②公園、緑地等の整備の基本的方針 

当地区は、身近な公園や緑地が少ない地区であるが、周辺には豊かな水と緑を有する荒

川四ツ木橋緑地や東白鬚公園、墨田区総合運動場等、平常時には憩いの場、災害時には避

難場所となる地域資源に近接していることから、これらの公共空間や施設へのアクセス向

上を目指す。 

日常的には地域住民のコミュニティや活動の拠点となり、一時避難所となるような 200

～300㎡程度の身近で小規模な公園や子ども広場を 5箇所程度検討する。 

 

③都市整備用地の土地利用転換時の方針 

墨田五丁目の都市整備用地等では、その土地利用転換の際、優先整備路線の整備、地域

の防災性向上に資する施設整備に向け、調整を図っていく。 



－整備計画-18－ 

６．その他必要な事項 

 

(1)事業執行予定期間 

平成 18年度から令和 12年度までとする。 

 

(2)その他 

ａ．街路事業との連携 

一体開発誘発型街路事業による補助 120号線拡幅整備の本格化に伴い、沿道住民の居住

継続を支援するため、建替促進事業を活用した共同化の誘導など、街路事業と連携したま

ちづくりを行う。 

 

ｂ．住民主体のまちづくり支援 

既存組織である「まちづくり懇談会」及び町会を通じて、まちづくりの方向性に関する

地域住民への周知と理解を得るとともに、住民主体のまちづくり機運の醸成を図る。 

 

ｃ．地区計画による整備計画の担保 

中長期的な計画的担保を図り、きめ細かなまちづくりを展開するため、地区計画制度の

適用を検討する。 
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■整備地区位置図 鐘ヶ淵周辺地区 

荒  川 

東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅 

水戸街道(放射 13 号) 

墨堤通り(補助 119 号線) 

鐘ヶ淵通り(補助 120 号線) 

京成曳舟駅 

隅 田 川 

曳舟川通り 明治通り(環状 4 号) 

(墨田一丁目) 

(墨田二丁目) 

(墨田三丁目) 

(墨田四丁目) 

(墨田五丁目) 

(東向島五丁目) 

玉の井いろは通り 

西町買物通り 

東武曳舟駅 

墨田区役所 
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■整備地区区域図                            鐘ヶ淵周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

⑫ 
⑮ 

③ 

⑰ 

⑱ 

⑭ 

④ 

整備計画区域 

重点整備区域 

② 

⑤ 

⑥ ⑯ 

⑬ 

⑲ 

⑳ 

⑪ 

㉓ 

㉔ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

㉑ 

㉒ 
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①西側のみ拡幅される鐘ヶ淵通り ②建替えにより拡幅が進む鐘ヶ淵通り 

  

③優先整備路線１号の入り口（北側）と付近 ④優先整備路線１号（細街路整備部分） 

  

⑤優先整備路線１０号の拡幅された交差点部 ⑥優先整備路線１０号と東武伊勢崎線の交差部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦優先整備路線１０号の入り口（西側） ⑧東武伊勢崎線の東西を結ぶ道路は限定されている 
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⑨優先整備路線６号の入り口（南側） ⑩地区南端の広幅員道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
⑪優先整備路線６号の入り口（北側） ⑫優先整備路線１号から南を見る 

  

⑬優先整備路線１号から西を見る ⑭整備された区民広場（優先整備路線１号沿道） 

  

⑮優先整備路線３号から鐘ヶ淵通りを見る ⑯拡幅整備された児童遊園（優先整備路線５号沿道） 
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⑰優先整備路線５号の拡幅された交差点部 ⑱優先整備路線５号の入り口（北側） 

  

⑲優先整備路線９号の入り口（東武伊勢崎線東側） ⑳優先整備路線９号から東を見る（東武伊勢崎線西側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑鐘ケ淵駅北側に拡がる商店街 ㉒優先整備路線７号から西を見る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉓接道不良住宅の除却 ㉔補助 120 号線整備の代替地 



－整備計画-24－ 
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■整備地区計画図 鐘ヶ淵周辺地区 



 －整備計画-26－ 

 


